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○

社
会
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
百
八
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
役
員
等
又
は
評
議
員
の
損
害
賠
償
責
任
等
に
関
す
る
読
替
え
）

（
役
員
等
又
は
評
議
員
の
社
会
福
祉
法
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
に
関
す

る
読
替
え
）

第
十
三
条
の
十
二

法
第
四
十
五
条
の
二
十
二
の
二
に
お
い
て
役
員
等
又
は
評

第
十
三
条
の
十
二

法
第
四
十
五
条
の
二
十
第
四
項
に
お
い
て
役
員
等
又
は
評

議
員
の
損
害
賠
償
責
任
等
に
つ
い
て
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に

議
員
の
社
会
福
祉
法
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
一
般
社
団
法
人

関
す
る
法
律
第
百
十
五
条
第
四
項
第
三
号
、
第
百
十
六
条
第
一
項
、
第
百
十

及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
十
五
条
第
四
項
第
三
号
及
び
第
百

八
条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
五
項
並
び
に
第
百
十
八
条
の
三
第
二
項
の

十
六
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
号
中
「
第
百
十

規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
百
十
五
条
第
四
項
第
三
号
中

一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十

「
第
百
十
一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

五
号
）
第
四
十
五
条
の
二
十
第
一
項
」
と
、
同
項
中
「
第
八
十
四
条
第
一
項

律
第
四
十
五
号
）
第
四
十
五
条
の
二
十
第
一
項
」
と
、
同
法
第
百
十
六
条
第

第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
第
四
十
五
条
の
十
六
第
四
項
に
お
い

一
項
中
「
第
八
十
四
条
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
第
四

て
準
用
す
る
第
八
十
四
条
第
一
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

十
五
条
の
十
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
四
条
第
一
項
第
二
号
」

と
、
同
法
第
百
十
八
条
の
二
第
二
項
第
二
号
中
「
第
百
十
一
条
第
一
項
」
と

あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
第
四
十
五
条
の
二
十
第
一
項
」
と
、
同
条
第
五
項

中
「
第
八
十
四
条
第
一
項
、
第
九
十
二
条
第
二
項
、
第
百
十
一
条
第
三
項
及

び
第
百
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
第
四
十
五
条
の
十
六

第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
八
十
四
条
第
一
項
、
同
法
第
四

十
五
条
の
十
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
二
条
第
二
項
、
同
法
第

四
十
五
条
の
二
十
第
三
項
及
び
同
法
第
四
十
五
条
の
二
十
二
の
二
に
お
い
て

準
用
す
る
第
百
十
六
条
第
一
項
」
と
、
同
法
第
百
十
八
条
の
三
第
二
項
中
「

第
八
十
四
条
第
一
項
、
第
九
十
二
条
第
二
項
及
び
第
百
十
一
条
第
三
項
」
と

あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
第
四
十
五
条
の
十
六
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
第
八
十
四
条
第
一
項
、
同
法
第
四
十
五
条
の
十
六
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
第
九
十
二
条
第
二
項
及
び
同
法
第
四
十
五
条
の
二
十
第
三
項

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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○

消
費
生
活
協
同
組
合
法
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
七
十
三
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
組
合
員
等
以
外
の
者
か
ら
の
監
事
の
選
任
を
要
す
る
組
合
の
範
囲
）

（
組
合
員
等
以
外
の
者
か
ら
の
監
事
の
選
任
を
要
す
る
組
合
の
範
囲
）

第
九
条

法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
最
終
の
貸
借
対

第
九
条

法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
最
終
の
貸
借
対

照
表
（
法
第
三
十
一
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
（
平
成
十

照
表
（
法
第
三
十
一
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
（
平
成
十

七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
四
百
三
十
九
条
前
段
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ

七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
四
百
三
十
九
条
前
段
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
の
規
定
に
よ
り
通
常
総
会
に
報
告
さ

て
は
、
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
の
規
定
に
よ
り
通
常
総
会
に
報
告
さ

れ
た
貸
借
対
照
表
を
い
い
、
組
合
の
成
立
後
最
初
の
通
常
総
会
ま
で
の
間
に

れ
た
貸
借
対
照
表
を
い
い
、
組
合
の
成
立
後
最
初
の
通
常
総
会
ま
で
の
間
に

お
い
て
は
、
法
第
三
十
一
条
の
九
第
一
項
の
貸
借
対
照
表
を
い
う
。
第
十
一

お
い
て
は
、
法
第
三
十
一
条
の
七
第
一
項
の
貸
借
対
照
表
を
い
う
。
第
十
一

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
負
債
の
部
に
計
上
し
た
額
の
合
計
額
が
二
百
億
円

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
負
債
の
部
に
計
上
し
た
額
の
合
計
額
が
二
百
億
円

で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
会
計
監
査
人
の
監
査
を
要
す
る
共
済
事
業
を
行
う
消
費
生
活
協
同
組
合
の

（
会
計
監
査
人
の
監
査
を
要
す
る
共
済
事
業
を
行
う
消
費
生
活
協
同
組
合
の

範
囲
）

範
囲
）

第
十
一
条

法
第
三
十
一
条
の
十
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
最
終
の

第
十
一
条

法
第
三
十
一
条
の
八
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
最
終
の

貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
し
た
額
の
合
計
額
が
二
百
億
円
で
あ
る
こ

貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
し
た
額
の
合
計
額
が
二
百
億
円
で
あ
る
こ

と
と
す
る
。

と
と
す
る
。

（
会
計
監
査
人
の
監
査
を
要
す
る
組
合
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規

（
会
計
監
査
人
の
監
査
を
要
す
る
組
合
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規

定
の
読
替
え
）

定
の
読
替
え
）

第
十
二
条

法
第
三
十
一
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
会
計
監
査
人
の
監
査

第
十
二
条

法
第
三
十
一
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
会
計
監
査
人
の
監
査

を
要
す
る
組
合
に
つ
い
て
会
社
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ

を
要
す
る
組
合
に
つ
い
て
会
社
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ

ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
会
社

読
み
替
え
ら
れ
る

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
会
社

読
み
替
え
ら
れ
る

読
み
替
え
る
字
句

法
の
規
定

字
句

法
の
規
定

字
句

第
四
百
三
十
九
条

第
四
百
三
十
六
条

消
費
生
活
協
同
組
合
法
第
三

第
四
百
三
十
九
条

第
四
百
三
十
六
条

消
費
生
活
協
同
組
合
法
第
三

第
三
項

十
一
条
の
九
第
六
項

第
三
項

十
一
条
の
七
第
六
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２

法
第
三
十
一
条
の
十
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
会
計
監
査
人
に
つ
い
て
会
社

２

法
第
三
十
一
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
会
計
監
査
人
に
つ
い
て
会
社

法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替

法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替

え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
会
社

読
み
替
え
ら
れ
る

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
会
社

読
み
替
え
ら
れ
る

読
み
替
え
る
字
句

法
の
規
定

字
句

法
の
規
定

字
句

第
三
百
三
十
七
条

第
四
百
三
十
五
条

決
算
関
係
書
類
（
消
費
生
活

第
三
百
三
十
七
条

第
四
百
三
十
五
条

決
算
関
係
書
類
（
消
費
生
活

第
三
項
第
一
号

第
二
項
に
規
定
す

協
同
組
合
法
第
三
十
一
条
の

第
三
項
第
一
号

第
二
項
に
規
定
す

協
同
組
合
法
第
三
十
一
条
の

る
計
算
書
類

九
第
二
項
に
規
定
す
る
決
算

る
計
算
書
類

七
第
二
項
に
規
定
す
る
決
算

関
係
書
類
を
い
う
。
第
三
百

関
係
書
類
を
い
う
。
第
三
百

九
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て

九
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て

同
じ
。
）

同
じ
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
百
九
十
六
条

次
章
の
定
め
る
と

消
費
生
活
協
同
組
合
法
第
三

第
三
百
九
十
六
条

次
章
の
定
め
る
と

消
費
生
活
協
同
組
合
法
第
三

第
一
項

こ
ろ

十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定

第
一
項

こ
ろ

十
一
条
の
八
第
一
項
の
規
定

及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て

及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
四
百
四
十
四
条

準
用
す
る
第
四
百
四
十
四
条

第
一
項
の
規
定

第
一
項
の
規
定

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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